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● 福岡市国民健康保険運営協議会委員名簿
（ 任期 ： 令和６年７月１日～令和９年６月３０日 ）

－ １ －
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－ ２ －

● 議題１ 会長、副会長の選任について

任期満了に伴う委員改選により、会長１名、副会長 １ 名の選任を行う。

【根拠】 福岡市国民健康保険条例施行規則（抜粋）
（国民健康保険運営協議会）
第２条 福岡市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）に会長、副会長各１人を

置き、公益を代表する委員のうちから全委員の互選によりこれを定める。
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

【参考】過去の就任歴

期 間 会 長 副 会 長

 平成２６年７月～  石田　重森（福岡大学名誉学長）  今林　ひであき（福岡市議会議員）

　　（平成２７年８月～） 　　　　〃  おばた　久弥 （福岡市議会議員）

 平成２８年７月～ 　　　　　　〃 　　　　〃

 平成３０年７月～
 樗木　晶子
 （九州大学大学院医学研究院保健学部門長）

　　　　〃

　　（令和元年１０月～）    　　　　〃  中山　郁美（福岡市議会議員）

 令和３年７月～    　　　　〃（福岡看護大学教授）  浜崎　太郎（福岡市議会議員）

　　（令和５年７月～）    　　　　〃（福岡看護大学学長）  近藤　里美（福岡市議会議員）



● 議題２ 福岡市国民健康保険の事業状況について（報告）

１．医療保険制度

（１）医療保険制度の体系

我が国では、国民が何らかの公的医療保険に加入し、病気やけがをした場合は、いつでも・どこでも・だれでも、低負
担で必要な医療が受けられる『国民皆保険制度』が確立している。

市町村国保は、国民皆保険制度を支えるセーフティネットの役割を担っている。

－ ３ －

資料元：厚生労働省

後期高齢者医療制度

約18兆円

65歳

75歳

・75歳以上

・約1,970万人

・保険者数:47（広域連合）

健康保険組合協会けんぽ（旧政管健保）
国民健康保険

（市町村国保＋国保組合） 共済組合

※１ 加入者数・保険者数、金額（給付費）は、令和５年度予算ベースの数値。
※２ 上記のほか、法第３条第２項被保険者（対象者約２万人）、船員保険（対象者約11万人）、経過措置として退職者医療がある。

約９兆円 約６兆円 健保組合・共済等 約５兆円

・大企業のサラリーマン

・約2,790万人

・保険者数:約1,400

・中小企業のサラリーマン

・約3,890万人

・保険者数:１

・公務員

・約970万人

・保険者数:85

・自営業者、年金生活者、

非正規雇用者等

・約2,750万人

・保険者数:約1,900

前期高齢者財政調整制度（約1,540万人）約７兆円（再掲）

約1,100万人 72% 約320万人 21% 約90万人 6% 約20万人 1%

地 域 保 険 職 域 保 険 ＝ 被 用 者 保 険



（２）市町村国保と他の医療保険との比較

－ ４ －

資料元:厚生労働省

市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合

保険者数
（令和４年３月末）

１，７１６ １ １，３８８ ８５

自営業者・年金生活者など 中小企業のサラリーマン 大企業のサラリーマン 公務員

２，５３７万人
（１，６９０万世帯）

４，０２７万人
（被保険者２，５０７万人）
（被扶養者１，５１９万人）

２，８３８万人
（被保険者１，６４１万人）
（被扶養者１，１９７万人）

８６９万人
（被保険者４７７万人）
（被扶養者３９２万人）

加入者平均年齢
（令和３年度）

５４．４歳 ３８．７歳 ３５．７歳 ３３．１歳

６５～７４歳の割合
（令和３年度）

４５．２％ ８．２％ ３．５％ １．６％

加入者一人あたり医療費
（令和３年度）

３９．５万円 １９．４万円 １７．１万円 １６．７万円

加入者一人あたり平均所得
（※１）

（令和３年度）
９３万円 １６９万円 ２３７万円 ２５２万円

加入者一人あたり平均保険料
（令和３年度）（※２）

＜事業主負担込＞

　　　　　　　8.9万円
 一世帯あたり
　　　　　　13.５万円

　　12.2万円<24.4万円>
 被保険者一人あたり
　　19.６万円<39.２万円>

　　13.５万円<29.5万円>
 被保険者一人あたり
　　23.2万円<50.８万円>

　　14.２万円<28.５万円>
 被保険者一人あたり
　　25.9万円<51.8万円>

保険料負担率（※3） ９．６％ ７．２％ ５．７％ ５．６％

（※１） 市町村国保については、「総所得金額（収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの）及び山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を
　　加えたものを年度平均加入者数で除したもの。（市町村国保は「国民健康保険実態調査の前年所得を使用している。）
　　協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値。
（※２） 加入者一人あたり保険料額は、市町村国保は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。
（※３） 保険料負担率は、加入者一人あたり平均保険料を加入者一人あたり平均所得で除した額。

加入者数
（令和４年３月末）



（３）市町村国保が抱える構造的な問題

－ ５ －

１．年齢構成

① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
・ 65～74歳の割合 ： 市町村国保 （ ４５．２％ ）、健保組合（ ３．５％ ）

・ 一人あたり医療費 ： 市町村国保 （ ３９．５万円 ）、健保組合（ 1７．１万円 ）

２．財政基盤

３．財政の安定性・市町村格差

② 所得水準が低い
・ 加入者一人あたり平均所得 ： 市町村国保（ ９３万円 ）、健保組合（ ２３７万円（推計））

・ 無所得世帯割合 ： 2７．６０％

③ 保険料負担が重い
・ 加入者一人あたり保険料／加入者一人あたり所得

市町村国保（ ９．６％ ）、健保組合（ ５．７％ ） ※健保は本人負担分のみの推計値

④ 保険料（税）の収納率
・ 収納率 ： 平成１１年度 ９１．38% → 令和３年度 ９４．２４%

・ 最高収納率 ： ９６．７５％（ 島根県 ） ・最低収納率 ： ９１．４３% （ 東京都 ）

⑤ 一般会計繰入・繰上充用
・ 市町村による法定外繰入額 ： 約１，２８１億円（ うち決算補てん等の目的 ： 約６７４億円 ）

・ 繰上充用額 ： 約１１０億円（ 令和２年度 ）

⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在
・ １，７１６保険者中３，０００人未満の小規模保険者 ６０７（全体の３５．４％）

⑦ 市町村間の格差
・ 一人あたり医療費の都道府県内格差 最大 ３．１倍（沖縄県） 最小 １．２倍（栃木県、福井県、岡山県、愛媛県、大分県）

・ 一人あたり保険料の都道府県内格差 最大 ３．１倍（高知県） 最小 １．３倍（滋賀県、広島県、香川県、長崎県）

資料元 ： 厚生労働省



国民健康保険事業は、市町村間で年齢構成や所得、医療費水準の差が生じており、さらに小規模保険者が多数存
在することから、高額な医療費の発生で財政が不安定になりやすい等の財政運営上の課題等があったため、平成３０
年度から財政運営の都道府県単位化が実施され、新たに都道府県は、財政運営の責任主体として中心的な役割を担う
こととなった。

－ ６ －

２．国民健康保険事業の都道府県単位化

（１）財政運営のイメージ

◆県は、県内の医療給付費等の見込みを立て、保険料収納必要額を算定し、各市町村の納付金を決定する（所得水準、年齢
調整後の医療費水準を考慮）。

◆市町村は、県へ納める納付金や保健事業費を賄うため、各市町村ごとの算定方式・予定収納率等に基づき、実際に賦課
する保険料率を決定、保険料を賦課・徴収する。



（２）各市町村の納付金算定イメージ（概略）
①県全体の納付金総額を被保険者数や所得水準に応じて各市町村へ割り当て

負担の公平性の観点及び市町村の医
療費適正化機能が積極的に発揮されるよ
う、原則として、各市町村の年齢構成調整
後の医療費水準を反映させる。

なお、後期高齢者支援分、介護納付金
分の納付金については、医療費水準によ
る納付金額の調整は行われない。

②医療費水準による納付金の負担調整（医療分納付金のみ）

－ ７ －

県全体の医療分、後期高齢者支援分、
介護納付金分それぞれの納付金総額を
応益分と応能分に分け、応益分は各市町
村の被保険者数や世帯数に応じて、応能
分は各市町村の所得総額に応じて納付
金を割り当てる。

← → ← →

1）1人あたり医療費が県平均よりも低い
⇒納付金が割引かれ，負担減少

2）1人あたり医療費が県平均よりも高い
⇒納付金が割増され，負担増加

3）1人あたり医療費が県平均並み
⇒調整は生じず，平均的な負担

C村

c’ c”

B町 b’

C村

A市

b”

a’ a”

c’ c”

a’ a”

b’ b”

A市

B町

各市町村納付金

県全体納付金
応益分（被保険者数） 応能分（所得水準）

a’ b’ c’ a” b” c”

（参考）福岡市の状況

１人あたり所得水準 1.099 （R6年度推計所得，県平均＝１）

１人あたり医療費水準 0.970 （R2～R4年度平均，県平均＝１）



３．医療保険制度別の財政の概要

－ ８ －

・医療保険制度間では、年齢構成による医療費の違いなどに起因する財政負担を調整するために、財政負担を調整する仕組みが存在
する（前期調整額）。また、後期高齢者に係る給付費の一部は他の制度も後期支援金という形で負担している。

※市町村国保は、前期高齢者（65～74歳）の加入割合が高いことから、給付費や後期支援金の負担が重くなる。そのため、他の医療保
険（協会けんぽや健保組合等）より前期調整額を交付してもらうことにより、保険料負担が緩和される仕組みとなっている。



４．現状と課題
（１）加入者の状況

－ ９ －

・被保険者のうち６５～７４歳は10年前と比べ増加

25年度末：約28％ → Ｒ５年度末：約3３％

●前期高齢者の占める割合が多い

71.9% 65.8% 65.1% 64.8% 66.0% 66.9%

28.1% 34.2% 34.9% 35.2% 34.0% 33.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H25 R1 R2 R3 R4 R5

被保険者数の年齢別構成の推移 〔年度末時点〕

64
歳

以

下

65
～
74
歳

～

（単位：世帯） （単位：人）

全市世帯数 全市人口
B D

伸び率 伸び率

H25 228,498 0.9% 723,231 31.6% 364,300 ▲0.2% 1,471,292 24.8%

～

R１ 214,977 ▲0.6% 802,450 26.8% 316,396 ▲2.0% 1,551,619 20.4%

R２ 215,335 0.2% 815,063 26.4% 313,989 ▲0.8% 1,561,941 20.1%

R３ 214,354 ▲0.5% 824,806 26.0% 309,917 ▲1.3% 1,568,024 19.8%

R４ 214,694 0.2% 840,211 25.6% 305,778 ▲1.3% 1,579,496 19.4%

R５ 211,755 ▲1.4% 854,840 24.8% 297,925 ▲2.6% 1,591,393 18.7%

年度
平均

国保世帯数 国保世帯

の割合

A/B

国保被保険者数 被保険者

の割合

C/D
A C



・福岡市は、所得30万円未満の世帯が

約43％であり、全国平均より高いこと

から、所得水準が低い傾向にある。

－ 10－

・全体の約５割を占める所得43万円以下の世帯は、

基礎控除43万円が適用されることから、所得が０円となる。

⇒所得割保険料が賦課されないため、所得割保険料が０円となる。

・全体の約５割の世帯で所得割保険料を負担することになるが、

約3割が所得２00万円以下の低所得層である。

●低所得層の保険料負担感が重くなる構造である。

所得200万円以下の世帯

所得割が賦課

されない世帯, 

約51%

所得割が賦課

される世帯,

約49%

未申告,

9.2%

43[98]万円以下

（所得なしを含む）, 

42.2%

100[157]万円以下

, 15.4%

200[301]万円以下, 

18.4%

300[433]万円以下, 

7.6%

300[433]万円超, 

7.3%

所得階層別世帯割合（令和6年5月末時点）

金額は所得〔給与収入〕

所得=（給与収入）-（給与所得控除）

4.1% 3.4%

27.6% 31.0%

8.1%
8.5%

19.5%
21.0%

20.8%
19.1%

9.6%
8.0%

10.3% 9.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

全国 福岡市

全国と福岡市の比較（令和４年９月末時点）

300〔443〕万円以上（超）

300〔443〕万円未満（以下）

200〔311〕万円未満（以下）

100〔167〕万円未満（以下）

30〔95〕万円未満（以下）

所得なし

不詳・未申告

約40％
約43％

※全国の資料元：国民健康保険実態調査報告



（２）福岡市国保の医療費の現状

－ 11 －

○総医療費・一人あたり医療費の推移

○年齢階層別一人あたり医療費の推移 ●高齢化の進展や医療の高度化に
より、一人あたり医療費は、年々
増加している（2年度は、緊急事
態宣言期間中の受診件数の減など
により、減少した）。

●高齢になるほど、一人あたり医
療費は高くなる。

年齢階層別医療費
（資料元） 国保データベース（KDB）システム

医療費は，医科（外来，入院），歯科，調剤のみ

1,154 1,134 
1,100 1,096 1,093 

1,037 
1,116 1,106 1,129 1,126 

326,932 
331,232 332,313 

338,732 
345,045 

330,148 

359,169 361,120 

378,087 

386,811 

27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

決見

６年度

予算

福岡市国保の総医療費

福岡市国保一人あたり医療費

緊急事態宣言期間中の受診件数の

減による影響等

円

億円

伸び率

H27 352,188 ▲2.0%

H28 341,434 ▲3.1%

H29 330,367 ▲3.2%

H30 322,959 ▲2.2%

R1 316,396 ▲2.0%

R2 313,989 ▲0.8%

R3 309,917 ▲1.3%

R4 305,778 ▲1.3%

R5 297,925 ▲2.6%

年度
平均

国保被保険者数
（各年４月～３月）



－ 12 －

（資料元）国保データベース（KDB）システム 健康スコアリング（医療）
外来、歯科医療費には、調剤を含む。

○入院・外来医療費の比較（令和5年度）

●入院の件数は約２％であるが、
医療費は約４０％を占めている。

●疾病別の医療費割合は、
「新生物（がん）」、「循環
器系（脳血管疾患、虚血性心
疾患）」、「内分泌、栄養・
代謝（糖尿病）」、「腎・尿
路（腎不全）」など、生活習
慣病と関連のある疾病の医療
費の割合が高く、全体の40％
を占めている。

※（ ）内は関連する生活習慣病の例

○主な疾病別医療費割合の推移



－ 13 －

【大分類別医療費】

【中分類別分析】

外来医療費 約545億円

●外来医療費では、
糖尿病、脂質異常症、
高血圧性疾患などの
生活習慣病が高額と
なっている。

●糖尿病や高血圧な
どに起因して罹患す
ることが多い腎不全
も高額となっている。

・入院・外来医療費を大分類別に分析。医科レセプトと突合できた調剤医療費のみ疾病別医療費に含む。
・大分類別医療費の上位３分類について、それぞれの中分類の上位を抽出。
・資料元：国保データベース（KDB）システム 健康スコアリング（医療）

入院医療費

【大分類別医療費】

【中分類別分析】

約412億円

●入院医療費では、

脳梗塞や虚血性心疾
患など生活習慣病の
重症化疾患が高額と
なっている。

中分類 医療費
（億円）

割合

気管、気管支及び肺の悪性新生物 9.7      2.4%
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 5.3      1.3%

82.1 億円 (20.0%) 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 5.9      1.4%
虚血性心疾患 9.7     2.4%
脳梗塞 9.8     2.4%

66.6 億円 (16.2%) 脳内出血 5.9     1.4%
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 23.9    5.8%
気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 9.6      2.3%

47.7 億円 (11.6%) 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 3.5      0.9%

精神及び行動の障害

大分類

新生物

循環器系の疾患

中分類 医療費
（億円）

割合

気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ 12.4    2.3%
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 11.7    2.1%

79.4 億円 (14.6%) 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 3.4      0.6%
糖尿病 41.3   7.6%
脂質異常症 21.1   3.9%

76.4 億円 (14.0%) 甲状腺障害 4.0      0.7%
高血圧性疾患 23.2   4.3%
虚血性心疾患 4.9      0.9%

51.8 億円 (9.5%) 脳梗塞 1.8      0.3%

腎不全 23.6   4.3%
乳房及びその他の女性生殖器の疾患 4.4      0.8%

37.4 億円 (6.9%) 前立腺肥大（症） 1.9      0.3%

循環器系の疾患

尿路性器系の疾患

大分類

内分泌，栄養及び
代謝疾患

新生物

○入院・外来医療費の主な疾病別医療費割合（令和5年度）



〇生活習慣病の状況

年齢階層別高血圧症・脂質異常症・糖尿病患者数
（令和6年１月診療分） （資料元）国保データベース（KDB）システム

●高血圧症、脂質異常症、糖尿病の患者数及び患者割合は、
年齢が高くなるにつれて、増加幅が大きくなっている。

●脳血管疾患・虚血性心疾患の新規患者数は減少傾向である。

●人工透析の新規患者は120人前後で推移し、糖尿病有病割
合は約８割を占めている。

新規透析導入者数と糖尿病有病率

－ 14 －

重症化疾患（脳血管疾患・虚血性心疾患）の新規患者数
の推移 （資料元）保健事業等評価・分析システム

（資料元）保健事業等評価・分析システム
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（３）一人あたり保険料及び繰入金の推移

○一人あたり保険料（予算）及び一般会計繰入金（予算）の推移

●一人あたり医療費は年々増加
しているが、一人あたり保険料
は横ばいで推移している。

●一人あたり保険料（医療分＋
支援分）は、平成23年度に引き
下げ、令和元年度までは据え置
いてきた。

令和２年度は、赤字削減・解
消計画に基づき、一人あたり保
険料を２千円引き上げ、３年度
以降は据え置いている。

収納対策の強化とともに、

一般会計から多額の繰入等によ
り「22年度の保険料水準」を維
持している。

○一人あたり医療費と保険料の比較 （22年度を「100」とした場合の数値）

－ 15 －

97 97 97 97 97

100 100 100 100 100

100
102

104

110
112

116

111

121 121

127

130

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

22年度 23年度 25年度 27年度 29年度 R元年度 R2年度 R3年度 R４年度 R5年度

（決見）

R6年度

（予算）

緊急事態宣言期間中の受診

件数の減による影響等

一人あたり医療費

一人あたり保険料（医療分＋支援分）

※「一人あたり保険料（医療分＋支援分）」とは、予算上の保険料収入額を、被保険者数で割り戻した平均保険料

増減 増減 増減

円 円 円 円 円 円 億円 億円 億円

H 23 71,999 ▲ 2,000 20,341 ▲ 654 92,340 ▲ 2,654 116.8 71.0 187.8

H 27 71,999 － 19,639 ▲ 4,206 91,638 ▲ 4,206 148.2 30.7 178.9

Ｒ元 71,999 － 21,849 ▲ 178 93,848 ▲ 178 137.2 35.8 173.0

Ｒ２ 73,999 2,000 24,188 2,339 98,187 4,339 141.9 51.3 193.2

Ｒ３ 73,999 － 25,114 926 99,113 926 146.3 44.3 190.6

Ｒ４ 73,999 － 23,372 ▲ 1,742 97,371 ▲ 1,742 143.6 40.9 184.5

Ｒ５ 73,999 － 24,805 1,433 98,804 1,433 141.0 38.9 179.9

Ｒ６ 73,999 － 25,473 668 99,472 668 144.4 52.8 197.2

一般会計繰入金（予算）  一人あたり保険料（予算）

年度 合計(A)+(B)
合計法定 法定外

医療分＋支援分(A) 介護分(B)



（４）福岡市の保険料の状況

② 一人あたり一般会計繰入金（円）

保険料必要総額は、県に納める納付金や保健事業等の必要経費の総額から、国・県等からの収入や
一般会計繰入金等を差し引いた額になっている。 ※6ページの右下の図を参照

納付金などの歳出を減らしたり、又は、一般会計繰入金などの歳入を増やすことで、保険料必要額を抑
えることができる。

①一人あたり納付金額（138,891円）は、２０政令市中、１２番目と中位である。

②一人あたり一般会計繰入金額（67,712円）は、２０政令市中、４番目に高い。

予算上の一人あたり保険料（医療分＋支援分）は、２０政令市中最も低い。

予算段階

◆ 一人あたり保険料（円）
〔医療分＋支援分〕

① 一人あたり納付金額（円）
〔医療分＋支援分〕

※括弧内は昨年度順位

≪参考≫ うち一人あたり
赤字対象繰入金（円）

－ 16 －

Ｒ６予算
順位 都市名 金額

① 大阪 161,746
② 川崎 160,472
③ 堺 159,646
④ 名古屋 157,730
～

⑪ 神戸 139,900
⑫ 福岡 138,891 （９）

⑬ 仙台 138,174
～

⑰ 千葉 134,127
⑱ さいたま 133,342
⑲ 静岡 132,950
⑳ 新潟 118,495

Ｒ６予算

順位 都市名 金額

① 大阪 70,026

② 北九州 68,326

③ 堺 68,039

④ 福岡 67,712 （5）

⑤ 名古屋 65,781

～

⑰ 千葉 41,082

⑱ 相模原 40,656

⑲ さいたま 37,417

⑳ 浜松 32,429

Ｒ６予算

順位 都市名 保険料

① 川崎 121,735

② 横浜 109,671

③ 名古屋 104,282

④ さいたま 102,516

～

⑰ 札幌 83,396

⑱ 北九州 76,917

⑲ 京都 74,011

⑳ 福岡 73,999 (20)

Ｒ６予算

順位 都市名 金額

① 福岡 11,949 （2）

② 広島 11,717

③ 川崎 6,440

④ さいたま 4,826

⑤ 横浜 4,252

⑥ 熊本 1,585

⑦ 名古屋 1,394

⑧ 残り13都市 0



③所得割賦課世帯の割合 ④一世帯あたり所得（万円）

保険料は、所得割、均等割、世帯割から構成され、それぞれの保険料率は、保険料賦課総額を賦課割合

で配分し、決定する。

③所得割が賦課される世帯の割合（48.11％）は、２０政令市中４番目に低い。 ※未算出の２市を除く

④一世帯あたり所得（74.9万円）は、２０政令市中１３番目と中位である。

保険料総額の５０％を占める所得割保険料は、国保世帯の約半数で負担しなければならず、一世帯あたりの所得も
低いことから、保険料率が高くなるため、所得割保険料がかかる世帯の負担が重くなる。 ※10ページ参照

賦課段階

【賦課割合】

（世帯ごとに賦課される）
世帯割　２０％

（被保険者数に応じて賦課される）
均等割　３０％

（被保険者の所得に応じて賦課される）
所得割　５０％

（参考）所得割の賦課割合〔医療分〕

－ 17 －

※括弧内は
昨年度順位

Ｒ５年度賦課時点

順位 都市名 割合

① 浜松 69.71%

② 静岡 57.84%

③ さいたま 57.63%

④ 新潟 57.48%

～

⑭ 札幌 49.25%

⑮ 福岡 48.11% (14)

⑯ 神戸 48.06%

⑰ 京都 46.07%

⑱ 大阪 45.97%

※横浜、川崎は未算出

R４年中所得

順位 都市名 所得額

① 川崎 113.0

② さいたま 107.1

③ 横浜 105.8

④ 浜松 98.4

～

⑬ 福岡 74.9 (10)

～

⑰ 仙台 67.9

⑱ 大阪 67.2

⑲ 北九州 62.4

⑳ 札幌 62.1

Ｒ６予算
順位 都市名 割合

① さいたま 60.22%

② 横浜 60.00%

② 川崎 60.00%

④ 浜松 55.50%
～

⑩ 福岡 50.00% (10)
～

⑰ 大阪 45.16%

⑱ 神戸 45.00%

⑲ 熊本 44.54%

⑳ 堺 43.71%
20市中６市が50%で10位

※所得割の対象となる所得に限定した所得の比較



○モデル保険料 （令和６年度の医療分＋支援分＋介護分の合計保険料）

■給与収入９８万円（所得４３万円）の場合

・所得割保険料が賦課されない

・均等割と世帯割は、７割軽減される（法定軽減）

一人あたり保険料の伸びを抑えているため、政令
市の中で比較的 下位 となる。

■給与収入３００万円（所得２０２万円）の場合

・所得割、均等割、世帯割すべてが賦課される

・法定軽減の対象とならない

一人あたり保険料の伸びを抑えているため、政令
市の中で比較的 下位 となる。

－ 18 －

※括弧内は昨年度順位



５．令和５年度国民健康保険事業特別会計決算見込

○ 令和５年度決算見込

○収支が黒字（約1４億円）となった主な要因

○決算剰余金の取扱い

・保険給付費が見込みをやや下回ったことにより約１４億円の減となったこと
・県からの特別交付金等が約３億円の増となったこと
・保険料収納率が見込みを上回ったこと等により、保険料が約７億円の増となったこと

－ 19 －

令和５年度の収支 （歳入－歳出）

１４８，８２５百万円 － １４７，４２４百万円 ＝ １，４０１百万円

・県からの過交付による普通交付金の返還等に活用した上で、残額が生じる場合は国保基金へ積立予定

【歳出】 （単位：百万円）

予算現額 決算見込額  差引増減 
（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

97,438 95,965 1,473 

44,465 44,465 0 

940 897 43 

1,855 1,855 0 

4,413 4,242 171 

149,111 147,424 1,687 

  保健事業費

  基金積立金

  その他

合　　計

科        　目

  保険給付費

  国保事業費納付金

【歳入】 （単位：百万円）

予算現額 決算見込額  差引増減 
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ）

24,507 25,373 866 

1,332 1,157 ▲ 175 

25,839 26,530 691 

6 5 ▲ 1 

98,219 98,490 271 

96,277 96,277 -                

1,942 2,213 271 

53 53 0 

18,080 18,080 -                

3,138 1,908 ▲ 1,230 

3,420 3,420 0 

356 339 ▲ 17 

149,111 148,825 ▲ 286 

  繰越金

  その他

合　　計

  県支出金

うち普通交付金

うち特別交付金等

  財産収入（基金運用益）

  一般会計繰入金

  基金繰入金

科        　目

保
険
料

  現年賦課分

  滞納繰越分

小      　　計

  国庫支出金



○令和５年度 決算見込状況（構成割合）

【歳出】

－ 20 －

【歳入】

保険給付費

(医療給付費)
95,187
64.6%

保険給付費

（その他）

778
0.5%

国保事業費

納付金

44,465
30.2%

保健事業費
897

0.6%

その他
6,097
4.1%

合計
147,424

（単位：百万円）

保険料
26,530
17.8%

県支出金

(普通交付金)
96,277
64.7%

県支出金

(特別交付金等)
2,213
1.5%

一般会計

繰入金

18,080
12.2%

基金繰入金
1,908
1.3%

繰越金
3,420
2.3%

その他
397

0.2%

合計
148,825

（単位：百万円）



国保の財政は
極めて脆弱

（１）収入の確保
（被保険者間の負担の公平を図る）

①保険料収入の確保・収納率の向上
②資格の適正化

（２）支出の増加抑制
（効率的・効果的な医療費適正化の推進）

①給付適正化計画の推進
②データヘルス計画の推進

①年齢構成が高く、医療費水準が高い

②低所得者が多く、所得水準が低い

③保険料負担が重い

④保険料の収納率が低い

構造的な問題

国保制度を維持するため の取組みが必要

－ 21 －

６．財政健全化に向けた取組み



ア．５年度保険料収納率

・ 現年度保険料 目標 ９４．００％ → 実績 ９３．２５％（対前年度比 0.05ポイント減）

・ 滞納繰越保険料 目標 ３０．００％ → 実績 ２６．８７％（対前年度比 2.11ポイント減）

（１）収入の確保

①保険料収入の確保・収納率の向上のための取組み

－ 22 －



イ．口座振替加入世帯の推移

令和５年度末の口座振替世帯割合 ４８．２３％（対前年同月比 ０．１８ポイント減）

－ 23 －

口座振替世帯の収納率は96.80％、口座以外世帯は87.59
％となっているため、更なる口座振替推進の取組みが重要口座振替による収納割合は、全体の59.3％を占めている。

令和元年度から、スマートフォンやパソコンで口座振替

の申し込み手続きができる「インターネット（WEB）口

座振替受付サービス」を導入し、加入時のほか納付相

談時などあらゆる機会を捉えて加入勧奨を行っている。

また、区役所窓口では、キャッシュカードで簡単に口座

振替の申し込みができるペイジー口座振替受付サー

ビスを活用し、加入手続きと併せて口座振替の登録を

行っており、新規口座振替加入世帯数は年々増加して

いる。

納付方法別収納率（現年度）
（単位：千円、％）

調定額 収入額 収納率

期別口座振替 15,537,081 15,040,628 96.80%

期別口座以外 10,787,896 9,448,945 87.59%

884,018 884,018 100.00%

27,208,995 25,373,591 93.25%

普通徴収

全市計

特別徴収



ウ．滞納世帯数等の推移

悪質な滞納者に対しては、財産調査や差押等の滞納処分を早期に着手している。滞納処分件数、金額ともに増加している。

滞納世帯は近年減少傾向にあるが、令和５年度は

やや増加した。

令和6年12月2日に短期被保険者証等の廃止を内容に含む改正国民健康保険法が施行
が予定されていることを踏まえ、令和6年8月の保険証更新の際、滞納世帯への短期被保険
者証及び資格証明書の交付は行っていない。

保険料の収納対策は、このような早期納付勧奨の取組強化をはじめ、きめ細かな納付相
談の実施や、滞納処分の強化といった対策に力を入れていく。エ．差押等滞納処分の推移

－ 24 －

●令和６年度 新規事業（早期納付勧奨の取組強化）



○ 令和６年度の主な取組み○ 全市目標

○ 令和６年度に検討・実施する項目

令和６年度 国民健康保険料収納対策基本方針（抜粋）

－ 25 －

各区では、収入の確保及び収納率の向上を図るため、実情に応じて目標収納率等を設定し、文書や電話での

催告業務や差押え等の滞納整理業務を実施

保険料収納率
・現年度分 ９４．０％ （５年度実績 93.25％）
・滞納繰越分 ２８．０％ （５年度実績 26.87％）

 口座振替加入率
・加入率 ５０．０％ （５年度実績 48.23％）

 滞納処分の強化

・滞納処分件数 ４，０００件 （５年度実績 3,514件）

• オートコールやSMSを積極活用した納付勧奨の充実検討

• 収納・滞納整理業務の効率化及び統一化の推進

• 改正国民健康法の施行を踏まえた収納対策の検討

口座振替加入率の向上

早期納付勧奨・納付指導の徹底

きめ細かな納付相談の実施

分納世帯に対する納付管理及び納付指導の徹底

財産調査の早期着手及び滞納処分の強化

②資格の適正化

不要な保険料の賦課や給付がないよう、被保険者資格の適正化を推進する。

ア．資格適用の適正化調査 《 令和５年度実績 》 調査件数：5,491世帯 被用者保険へ移行等：884世帯

イ．被用者保険加入未届者の資格適正化 《令和５年度実績》 調査件数 ：2,001世帯 適正化処理件数：1,640世帯

被用者保険の被扶養者資格を有する者等に対して、文書や電話等による調査を行い、被用者保険への加入勧奨等を行う。

被用者保険に加入しているにも関わらず、国保の資格喪失届出を行っていないことにより国保の資格が継続している世
帯に対して、届け出の勧奨を行い、健康保険の二重加入や滞納世帯の減少につなげている。



（２）支出の増加抑制

①給付適正化計画の推進

患者の自己負担額の軽減や医療費の削減を図るため、ジェネリック医薬品の普及促進に努める。

ア．ジェネリック医薬品の普及促進

イ．レセプト点検による医療費の適正化

レセプト（診療報酬明細書）について、診療内容や福岡市国保資格の有無等の点検を行い、医療費の適正化を図る。

「福岡市国民健康保険医療費適正化計画（第３期）（特定健診・特定保健指導実施計画 第四期）」に基づき、
被保険者の健康の保持増進及び医療費の適正化を効率的・効果的に推進する。

●内容点検
症状、病名に対する診療内容の妥当性等を点検し、請求内容に

疑義があるレセプトについて審査機関へ再審査請求を行う。

●資格点検
資格の有無のほか、負担割合や限度額適用区分の相違などを

確認し、過誤調整等を行う。

●ジェネリック医薬品切替希望シールの全世帯配布

●テレビ・ ラジオを活用した広報の実施

●ジェネリック医薬品に切り替えた場合の負担軽減のお知らせの送付

－ 26 －

【内容点検効果率・効果額】

３年度 ４年度 ５年度

全国 0.18 － －

福岡県 0.19 0.19 －

福岡市 0.15 0.14 0.12

139 127 113
※令和４年度の全国及び令和５年度の全国・福岡県の効果率は未確定

効果率
（％）

効果額 （百万円）



ウ．訪問健康相談事業

医療機関への頻回、重複受診者に、健康状態に応じた適正受診や生活習慣等の指導を行い、医療費の適正化を図る。

★令和６年度の取組み
・訪問予定人数：40人（訪問回数：１人当たり２回）

・残薬バッグを配布

エ．柔道整復療養費の適正化

柔道整復療養費支給申請書の内容点検や広報・啓発を効率的に実施し、医療費の適正化を図る。

★令和６年度の取組み

※平成28年度事業開始，平成30年度より福岡県の共同事業化

●頻回受診者（同一診療科に多数回受診）、重複受

診者（同一の疾病で複数の医療機関を受診）に対し

て、適正受診や生活習慣等の指導を行う。

－ 27－

【実施状況】

照会文書送付予定数： ３，０００件

啓発文書送付予定数： ７，０００件

●システムを活用し、支給前にすべての申請書の内容点検を行い、疑義がある場合は、被保険者照会等を実施し、適正な申請の

み支給する。

●初めて施術を受けた方に、保険適用となる施術に関する啓発文書を送付し、保険適用外の施術への利用を防止する。

○点検件数・啓発件数

区分

申請書点検件数 123,215 件 131,912 件 130,138 件 128,783 件

照会文書送付件数 2,927 件 2,859 件 2,751 件 2,767 件

点検による返戻等件数 1,800 件 1,776 件 1,763 件 4,652 件

啓発文書送付件数 6,758 件 6,755 件 6,197 件 6,217 件

４年度２年度 ３年度 5年度



オ．適正服薬推進事業

重複服薬や併用禁忌等の服薬がある人に、服薬状況に関する通知書を送付し、医療機関や薬局への相談を促すことで、
服薬状況の改善を図り、健康状態の改善と医療費の適正化を図る。

－ 28 －

成果指標の達成状況により委託料を支払う成果連動型委託により、令和４年度から令和６年度まで実施する。

通知書を送付する対象者と送付しない比較対象者を設定し、通知後３か月間のレセプトで両者を比較し、成果を測定する。（計４回通知を送付予定）

【成果指標】①重複服薬者の減少率 ②併用禁忌服薬者の減少率 ③-1 医療費適正化効果 ③-2 過去勧奨者における医療費適正化効果

●実施概要

【第２回通知の流れ】

【通知結果】
通知対象者（A） 比較対象者（B） 通知効果（A）-（B）

重複服薬 84.2％減少 44.9％減少 39.3ポイント
併用禁忌 95％減少 － 95ポイント

医療費【全体】

（1人/1月あたり）
1,803円減少 1,937円増加 3,740円減少

医療費【過去勧奨者】

（1人/1月あたり）
1,589円減少 3,055円増加 4,644円減少

※併用禁忌・・・通知対象者25名。比較対象者の設定は無し。

医薬品にかかる
医療費の減少

服薬状況
の変化

重複服薬（第2回通知）

医療費の減少【全体】（第2回通知）

抽出対象期間
（令和4年11月～令和5年1月診療分レセプト）

①の期間より対象者選定

対象者へ服薬情報通知  ※5/31発送

  対象者が医療機関受診
（令和5年6月～8月診療分レセプト）

②の期間のレセプトより成果測定

4年度～5年度
4年11月-5年1月 2月-4月 5月-7月 8月-10月

【送付前】

【送付後】

①

②



②データヘルス計画の推進

ア．特定健診・特定保健指導による生活習慣病の予防

健診回数：年１回

自己負担：500円

(40歳、50歳、満70歳以上、市県民税非課税世帯は無料）

検査項目：身体測定、尿検査、心電図

血圧測定、血液検査等

●特定健診（よかドック）

健診の結果、生活習慣病の発症リスクの高い人に、

医師や保健師、管理栄養士などが、食生活や運動等

を指導

◆動機付け支援

①面接による支援 ②原則３ヵ月後に評価

◆積極的支援

①初回面接 ②３ヵ月以上の継続的な支援

③初回面接から３ヵ月以上経過後に評価

●特定保健指導

生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異常症等）は、自覚症状

がないまま進行し、心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気を引き

起こし、生活の質の低下や医療費の増大を招くことから、40歳か

ら74歳の国民健康保険被保険者を対象に、特定健診及び特定

保健指導を実施し、生活習慣の改善と生活習慣病の予防を図る。

（単位：％）

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

特定健診受診率 28.0 30.5 33.0 35.5 38.0 40.0

継続受診率 62.0 64.0 66.0 68.0 69.0 70.0

特定保健指導実施率 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0

第三期計画 目標値

政令市比較（R４年度）
【特定健診】

【特定保健指導】

－ 29 －

1 仙台市 46.0%

2 新潟市 38.0%

3 さいたま市 35.9%

4 北九州市 35.2%

5 千葉市 33.1%

14 福岡市 28.0%

29.5%政令市平均

1 福岡市 26.9%

2 広島市 25.7%

3 さいたま市 25.7%

4 静岡市 23.9%

5 神戸市 23.5%

14.3%政令市平均



●集団健診ウェブ予約の開始（令和元年度～）

令和元年12月から、福岡市健診専用サイト「けんしんナビ」において、

スマホ等で簡単に集団健診の予約ができるウェブ予約を開始。

☆特定健診受診率向上の主な取組み

●よかドック未受診者の医療情報収集事業（令和元年度～）

特定健診と同等の検査を受けている未受診者の検査データを収集し、特定健診を受診したものとみなす「よかドック医療情報収集事業」を実施。

【R５年度 ： 対象者 3,344人、 実績 484人（収集率14.5％）】

集団健診予約内訳（WEB・電話）

●よりみち健診（平成29年度～）

市民が出かけるついでに、気軽に、特定健診やがん検診などの健診を一度に

受診できる集団健診を、協会けんぽ等と連携し、ホテルやショッピングモール

などで実施。

よりみち健診実績の推移

★令和６年度の取組み

市内５か所で実施予定

－ 30 －

R3 R4 R5

10ヵ所 12ヵ所 12ヵ所

377人(176人) 304人(129人) 273人(139人)

実施ヵ所（市外実施含む）

受診者数（うち、よかドック）

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

WEB 2,277 17.4% 6,428 37.2% 8,492 43.2% 9,994 49.5%

電話 10,837 82.6% 10,868 62.8% 11,176 56.8% 10,187 50.5%

合計 13,114 100.0% 17,296 100.0% 19,668 100.0% 20,181 100.0%

R5R2 R3 R4

●効果的な個別勧奨の実施（平成28年度～）

受診履歴や生活習慣病の治療の有無など、特性に応じた内容のダイレクトメール（DM）と電話勧奨を組み合わせた個別勧奨を実施。

★令和６年度の取組み

・DMにて、前年度受診した医療機関や通院中の医療機関をよかドック実

施機関として周知し、受診行動を促す。

・大腸がん検診との同時受診の勧めやよりみち健診の情報をDMに掲載し、

周知を図る。

・SMSによる勧奨など、工夫を凝らした取組みを実施。

【DMイメージ】



☆特定保健指導実施率向上の主な取組み

●特定健診・特定保健指導に関する連絡会議の設置（令和元年度～）

医療関係者・研究者等による連絡会議を設置し、特定健診受診率向上に加え、特定保健指導の実施率向上、各種保健施策の具体的な

事業案の検討を行う。

●特定保健指導の遠隔実施モデル事業の実施（令和３年度～）

実施機関と利用者双方の負担軽減及び利便性の向上を図るため、情報通信技術を用いた遠隔による特定保健指導をモデル事業 として

実施し、今後の導入に向けた効果検証を行う。

【R5年度保健指導の効果評価】 ※評価対象は保健指導終了者78名

★令和６年度の取組み

・対象者 ： 積極的支援を実施していない医療機関での健診受診者のうち、積極的支援に該当した人

※動機付け支援対象者のうち、医療機関で保健指導を実施していない者についても検討中

・予定者数 ： 上限200名 （令和５年度100名より対象者拡大）

・内容 ： 利用勧奨DM送付（DM送付後架電） ⇒ 申込み ⇒ 遠隔による保健指導実施

【実績】

－ 31 －

★令和６年度の取組み ２回程度開催予定

年度 対象者数 申込者数 利用者数 終了者数 完了率
R3 192 26 25 24 96.0%
R4 352 77 70 57 81.4%
R5 517 91 91 78 85.7%

【DM資材】



イ．糖尿病性腎症重症化予防事業

●未治療者対策

特定健診の結果、糖尿病に該当し、腎機能が低下して

いる人に、病気の進行ステージに応じた手法により、医療

機関への受診勧奨・保健指導を実施。

－ 32 －

★令和６年度の取組み

対象者に対し受診勧奨や保健指導を実施。

【実施状況】

糖尿病の重症化リスクが高い未治療者や治療中断者を適切な治療行動につなげることで、糖尿病性腎症の進行を予

防し、被保険者のQOL（生活の質）の向上と医療費の適正化を図る。

糖尿病の治療が中断している人に、医療機関への受

診勧奨通知 や、適切な治療行動を支援するために保

健指導を実施。

★令和６年度の取組み

約300人に受診勧奨通知を送付し、保健指導を実施。

●治療中断者対策

3年度 4年度

1,035 1,033

文書送付等 1,035 1,033

電話 435 424

家庭訪問 87 71

99.9% 99.4%

５年度（※1）

基準該当者（A） 1,036 1,039 973

※1 R5年度は介入中。
  R5年度より、基準該当者の内、糖尿病の処方がない者にのみ、電話・訪問の介入を実施。

介入率（B/A） 98.3%

介入者数（B） 956

再
掲

（

延
べ
）

956

237

35

3年度 4年度 5年度

400人
(367人)

497人
（405人）

259人
（232人）

295 人 208 人 223 人

95 人 109 人 55 人

25.9% 26.9% 23.7%

受診勧奨通知送付者数　※１
（A）

保健指導者数

治療再開者数（B）※２

治療再開割合（B/A）

※1：（）は受診勧奨者のうち通知書送付までに治療を再開していない者。

※2：R3年度は、翌年度の4月末までに治療再開した者の数。R4年度以降は1月末まで
に糖尿病治療再開した者の数。

【実施状況】



3年度 4年度 5年度

1200人
（948人）

1,200 人 1,200 人

397 人 426 人 299 人

41.9% 35.5% 24.9%

※1：

※2：

（）は、受診勧奨者のうち、心房細動のみの該当者、後期高齢者医療保険加入者を
除き、治療開始の評価対象とした者。

事業年度に治療開始した者の数。R５年度は、R６年１月までに治療開始した者の

数。

治療開始者数（B）　※２

治療開始割合（B/A）

【実施状況】

受診勧奨及び保健指導者数　※１
（A）

ウ．生活習慣病重症化予防事業

●特定健診の結果、特定保健指導に該当していない人のうち、

血糖・血圧・脂質のいずれかの数値が受診勧奨値に該当するか

心房細動の所見があり、健診後に治療を開始していない人に対

して、医療機関への受診勧奨や保健指導を実施。

生活習慣病の重症化のリスクが高い未治療者を早期改善・早期治療につなげることで、脳血管疾患、虚血性心疾患、

人工透析等を予防し、被保険者の健康の保持増進と医療費の適正化を図る。

★令和６年度の取組み

1,200人に受診勧奨通知を送付し、保健指導を実施。

エ．生活習慣改善推進事業

肥満は生活習慣病の発症リスクを高めるため、肥満の改善と運動習慣の定着による生活習慣病の早期予防・早期改善

を図ることを目的に、運動と食生活改善の支援を行うプログラムを実施。

－ 33 －

●特定健診受診者のうち、特定保健指導等に該当していないＢＭＩ（体格指数）２５以上の人を対象に、スポーツクラブで、運動・食生

活改善の個別支援プログラムを実施。

●令和３年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、オンライン型プログラムを実施。令和４、５年度はオンライン型と来館型の

選択制で実施。

★令和６年度の取組み

肥満基準に、腹囲（内臓脂肪）を追加し、

対象者を拡大。210人にスポーツクラブへ

の来館形式で実施。

【参考】体重・腹囲の変化

体　重 腹　囲

3年度 -1.04kg -1.38cm

4年度 -0.85kg -1.33cm

5年度 -0.69kg -1.15cm

※個別支援終了者の平均

3年度 4年度 5年度

65 人 105 人 206 人

56 人 79 人 158人

47 人 54 人 100人

19 人 37人

※令和５年度の翌年度アンケートは集計中。

個別支援実施者数

個別支援終了者数

生活習慣改善者数
（終了時アンケート）

生活習慣改善者数
（翌年度アンケート）

スポーツクラブ

【実施状況】

年度



●保険者・医療関係者連携による生活習慣病予防事業

－ 34 －

●歯科口腔保健の推進

☆オーラルケア２８（にいはち）プロジェクトとは

（乳幼児・学齢期向け）〇ポケモンスマイルではみがき大作戦 〇放課後児童クラブ等への歯科衛生士派遣
（成 人 期 向 け） 〇デンタルチェック18～20 〇妊婦・産婦歯科健診
（高 齢 期 向 け） 〇高齢者施設職員向けの動画配信等による口腔ケアの実践拡大

市民の歯科疾患を予防し、口腔機能の向上を図るため、オーラルケア２８（にいはち）プロジェクトをはじめとした、
ライフステージの特性に応じた歯科口腔保健を関係団体と連携しながら推進する。

●主な継続事業

国保加入前の段階も含め全市的に生活習慣病の重症化予防に取り組むため、医療保険者や医療関係者と連携し、

重症化予防の仕組みづくりを行う。

●慢性腎臓病（CKD）は成人の8人に1人と言われて

おり、重症化すると人工透析や心筋梗塞、脳卒中の

リスクが高く、日常生活や医療費への影響が大きい。

そのため、まずは、慢性腎臓病（CKD）の重症化予

防の仕組みづくりに取り組む。市民全体を対象とした

取り組みを展開していく。

★令和６年度の取組み

「福岡100
※
」の一環として、福岡市歯科医師会、福岡県歯科衛生士会、九州大学、福岡歯科大学などの関係機関と協力し、

乳幼児期・学齢期、成人期、高齢期など、各ライフステージの特性に応じた効果的な歯科口腔保健推進プロジェクトを実施

※「福岡100」・・・人生100年時代を見据え、誰もが心身ともに健康で自分らしく活躍できる持続可能なまちを目指すプロジェクト。
企業や大学などの知恵や工夫を取り入れ、「オール福岡」で推進している。

●令和６年度の取組み
・ワンコイン歯科節目健診の対象拡充・・・成人期の歯科健診の受診機会を拡大するため、25歳と30歳を追加
・企業向け簡易歯科健診モデル事業・・・民間企業等における歯科健診の導入促進のため簡易検査キットを活用した歯科健診をモデル実施

（ 参 考 ）その他本市の主な取組み

・生活習慣病重症化予防連携推進会議の開催（２回／年）

・医療連携（かかりつけ医と専門医の役割分担と併診制の仕組み）の構築

に向けて、昨年度の試行事業を見直し、規模・期間を拡大して再度試行

事業を実施。

・かかりつけ医療機関等で栄養指導を受けられる仕組みの検討・試行

・「生活習慣病の患者さんへの通院継続支援ガイド」の周知・活用

・無関心層への慢性腎臓病（CKD）啓発



７．市民サービスの向上
～国民健康保険手続きのオンライン化～

－ 35 －

● オンラインでの申請が可能となったもの

令和３年11月開始 被保険者資格の喪失届 （勤務先の健康保険に加入）

令和４年 ７月開始 被保険者証の再交付申請

限度額適用認定証 または 限度額適用・標準負担額減額認定証の新規・再交付申請

令和５年 ３月開始 国民健康保険の加入届 （勤務先の健康保険を脱退）

国民健康保険料過誤納還付金の請求

５月開始 国民健康保険世帯の所得に係る簡易申告書の提出

令和６年 １月開始 産前産後期間の保険料軽減届出

２月開始 国民健康保険の加入届（子どもの出生による加入）

４月開始 国民健康保険料過誤納還付金の公金口座利用希望の受付

６月開始 特例対象被保険者等（非自発的失業者）に係る届出

● その他の新たな取組み

令和５年 ６月開始 保険料のキャッシュレス決済やクレジットカード納付を導入

福岡市では、行政手続きのデジタル化・オンライン化などのデジタルトランス

フォーメーション（DX）の取組みを推進しており、国民健康保険においても手続きの

オンライン化を進め、今まで、区役所への来庁や郵送でしか行えなかった手続きに

ついて、スマートフォンやパソコンを利用したオンラインでの申請を順次、拡大している。



８．マイナンバーカードと健康保険証の一体化について（令和６年１２月２日施行）

〇 国の法改正により、令和６年１２月２日にマイナンバーカードと健康保険証の一体化が行われる。

マイナ保険証を保有しない被保険者には「資格確認書」を交付するなど、全ての被保険者が安心して確実

に保険診療を受けていただけるよう対応していく。

令和6年12月2日以降

★ 現行の保険証の発行は終了となり、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が基本とされる。

・ 法の経過措置として、発行済みの保険証は最大１年間、有効期限の到来までは有効とされる。
⇒福岡市国保の保険証の有効期限 …令和７年７月31日 まで有効（最⾧の場合）
※国の要請も踏まえ、令和６年８月の保険証一斉更新の際、すべての国保世帯にチラシ同封等による広報を実施。

・ 短期被保険者証の仕組みも廃止され、被保険者資格証明書の交付に代えて、
特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う仕組みが設けられる。

・ マイナ保険証の保有者に「資格情報のお知らせ」※を交付する。

★ マイナ保険証を保有しない被保険者に「資格確認書」を交付する。

・ 「資格確認書」は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受ける
ことができない状況にある被保険者が必要な保険診療を受けられるよう
保険者が被保険者に交付する、医療機関等を受診する際の資格確認の
ための書面。

・ 当分の間、マイナ保険証を保有しない全ての被保険者に申請によらず交付する。

・ マイナ保険証を保有していても、要介護者など「要配慮者」に対しては、申請に応じて
「資格確認書」を交付する。

※ マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の
変更時等に、保険者が被保険者に交付する書面。

－ 36 －

マイナ
保険証



－ 37 －

（３）県の策定スケジュール

・令和６年１月19日 ・・・・・・ 県が県国保運営協議会へ諮問

・ 〃 １月26日 ・・・・・・ 県がパブリックコメントを実施 （～２月８日まで）

・ 〃 ２月21日 ・・・・・・ 県国保運営協議会の答申

・ 〃 ４月 ・・・・・・ 県における策定・公表、県から各市町村へ通知

（１）国民健康保険法の関係規定の改正（令和６年４月施行）

国民健康保険運営方針の対象期間をおおむね６年とし、新たに「保険料水準の平準化に関する事項」や、

「医療費の適正化の取組に関する事項」などが必須記載事項とされた。

９．県における第二期福岡県国民健康保険運営方針の策定について
福岡県国民健康保険運営方針について、対象期間（平成30年度から令和５年度）を経過することから、福岡県にお

いて、法令改正等を踏まえつつ、６年度以降を対象期間とする第二期運営方針が令和６年４月に策定された。

※ 国民健康保険運営方針は、都道府県における国保の統一的な運営方針として、国民健康保険法に基づき都道府県が策定する。
平成30年度の国保制度改革（都道府県単位化）に伴い法制化され、都道府県に策定が義務付けられた。

（２）第二期福岡県国民健康保険運営方針案

対象期間:令和６年４月１日から令和１２年３月31日までの６年間
① 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
② 市町村における保険料の標準的な算定方法及びその水準の平準化に関する事項
③ 市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
④ 市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
⑤ 県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持増進

のために必要と認める医療費の適正化の取組に関する事項
⑥ 市町村が担う国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
⑦ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携に関する事項
⑧ 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項に関する事項

保険料水準の統一に向けた基本的考えや、
統一の進め方 などを記載
※医療費水準の格差是正等 に取り組みつつ、
納付金算定における医療費水準の反映を段階
的に縮小

赤字削減・解消の取組などを記載
※令和11年度を目標年次とし、全ての市町村
の赤字解消に努める



10．令和６年度の国民健康保険料
○保険料率 及び 賦課限度額

－ 38 －

※令和６年度の保険料率は、福岡市国民健康保険条例の規定に基づき、令和６年度福岡市国民健康保険
特別会計予算及び所得割算定の基礎となる令和５年中の総所得金額等により算定し、令和６年６月３日に告
示している。



【 参考 】 令和６年度 収入階層別・世帯構成別のモデル保険料（年額）
－ 39 －



11. 国への主な要望事項

国民健康保険が抱える構造的な問題の解決に向けて、国民健康保険運営協議会の答申を踏まえながら、様々な機会

を捉えて抜本的な改革や財政支援の拡充等を国へ要望している。

－ 40 －

本市単独
政令市主管
部課長会議

指定都市
市長会

大都市民生
主管局長会議

全国市長会
県市長会

九州市長会
九州都市国保

大項目 中項目 令和６年７月 令和６年８月 令和６年８月 令和６年７月 令和６年６月 令和６年７月 令和６年８月

医療制度改革 安定的で持続可能な制度構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療保険制度の一本化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都道府県単位化にあたり、累積赤字や
法定外繰入のある保険者への必要な措置

○ ○ ○

国による財政支援の拡充
（被保険者の負担増を招かないこと）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（※上記のうち物価高騰など社会経済情勢の変化を
踏まえた要望）

○ ○

国庫負担 国庫負担の引上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療費助成実施に伴う国庫負担金減額制度
の撤廃

○ ○ ○ ○ ○ ○

保険料の公平性 低所得者層に対する負担軽減策の拡充 ○ ○ ○

賦課限度額の見直し ○ ○ ○ ○ ○

特定健診・
特定保健指導

補助単価引き上げ等の十分な財政措置 ○ ○ ○ ○ ○

外国人に対する国民健康保険制度の周知 ○

旧被扶養者への応能割保険料減免の見直し ○ ○ ○

主な要望事項

資格・賦課



○ 第２回運営協議会 ・・・・・・・・・・ 令和７年１月中旬開催予定

・ 諮問（令和７年度一人あたり保険料 等）

・ 審議

● その他 今後の審議予定について

○ 第３回運営協議会 ・・・・・・・・・・ 令和７年１月下旬開催予定

・ 審議の続き

・ 答申（案）とりまとめ

－ 41 －



● 事務局関係者名簿

【福岡市国民健康保険運営協議会 庶務担当】

福岡市保健医療局 総務企画部 保険年金課

－ 42 －

氏　　名

桑野　幸一

　保険医療課長 南川　理恵

区
　
　
役
　
　
所

　東区保険年金課長 城後　悦子

　博多区保険年金課長 日口　朋子

　中央区保険年金課長 松本　浩一

　早良区保険年金課長

保
健
医
療
局

　局長 藤田　三貴

　総務企画部長

真子　嘉透

　西区保険年金課長 坂﨑　礼子

　西区西部出張所 山﨑　友次

組　　織

　南区保険年金課長 井上　元寛

　城南区保険年金課長 柴田　宗樹

　保険年金課長

鎌　　慎治


